
川崎市の給与・定員管理等について 

 

１ 総括 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

   人件費は職員への給料や諸手当をはじめ、市長や議員など特別職職員への給料、報酬など

の経費です。 

区 分 

 

住民基本台帳 

人口 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ/Ａ 

(参考)平成22年度

の人件費率  

平成23年度 
人 

1,388,481 

千円 

575,601,008 

千円 

1,394,870 

千円 

99,611,851 

％ 

17.3 

％ 

16.9 

（注１）住民基本台帳人口は平成２４年３月３１日現在の人口です。 

（注２）人件費には事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。 

 

 

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

  給与費は給料、職員手当及び期末手当・勤勉手当などの総額から退職手当を除いたもので

す。 

 

区 分 

 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  

Ｂ 

平成23年度 
人 

10,179 

千円 

40,163,990 

千円 

13,838,266 

千円 

15,869,442 

千円 

69,871,698 

千円 

6,864 

千円 

6,929 

（注１）職員手当は、退職手当を含みません。 

（注２）職員数は、総務省が実施している「地方公務員給与実態調査」に基づくもので、平成２３年４月１日現在の普通

会計関係職員数です。 

         

 

 (3) 特記事項 

なし  



(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

   ラスパイレス指数の状況は次のとおりです。 
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  （注）１ ラスパイレス指数とは、一般行政職（技能労務職や教育職などを除く。）を対象として、地方公共団体の

職員（学歴別・経験年数別構成）が国と同一であると仮定して給料月額のみ（諸手当を含まない）を比較す

るもので、国の水準を１００とした場合の数値です。 

     ２ 「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。 

 



 (5) 給与改定の状況 

  平成２４年９月２８日に川崎市人事委員会が川崎市長に対して行った職員の給与に関する報告の内容と、

報告後の改定状況は次のとおりです。  

   ①月例給 

 

区 分 

 

人事委員会の勧告  

給与改定率 

 

 

 

 

(参考) 

国の改定率 

 

民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

平成24年度 401,214 円 401,310 円 
▲96 円 

(▲0.02%) 
なし 改定なし 

 

 
改定なし 

  （注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した 

平均給与月額です。 

 

    ②特別給 

 

区 分 

 

人事委員会の勧告  

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の 

支給割合  Ａ 

公務員の 

支給月数  Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 

平成24年度 3.97月 3.95月 0.02月 なし 3.95月 
 

 
3.95月 

  （注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は 

期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 



２ 一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在） 

（単位：円） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10 級 

１号給の 
給料月額 

137,700 152,600 231,400 262,200 312,200 351,800 384,600 423,100   

最高号給の 
給料月額 

247,300 339,700 397,300 422,600 450,600 475,000 511,500 561,500   

 （注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。 



３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在） 

   職員のうち代表的な職種の平均年齢、平均給料月額などの状況は次のとおりです。  

①一般行政職                                                                           

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

川崎市 40.5歳 326,732円 453,411円 394,395円 

神奈川県 43.1歳 345,615円 454,252円 401,236円 

国 42.8歳 304,944(329,917)円 ― 372,906(401,789)円 

政令指定都市平均 42.5歳 334,994円 447,665円 395,305円 

     

②技能労務職                                                                           

区  分 

公 務 員 民  間 参 考 

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ） 

平均給与月額

（国ベース）

対応する民間の 

類似職種 
平均年齢 

平均給与月額 

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

川崎市 47.1 歳 1,647 人 326,107円 418,714円 386,842円 ― ― ― ― 

 

 
うち清掃職員 46.8 歳 832 人 328,001円 445,156円 394,610円 

廃棄物処理業

従業員 
44.7 歳 288,200 円 1.54 

うち学校給食員 46.8 歳 240 人 310,211円 364,013円 358,084円 調理士 41.8 歳 286,300 円 1.27 

うち用務員 47.8 歳 308 人 325,726円 391,174円 379,977円 用務員 53.5 歳 206,600 円 1.89 

うち自動車運転手 47.7 歳 114 人 338,536円 430,335円 404,263円 
自家用乗用 

自動車運転手 
55.1 歳 264,100 円 1.63 

うち守衛 48.3 歳 12 人 336,792円 406,814円 394,638円 守 衛 57.1 歳 264,900 円 1.54 

神奈川県 53.4 歳 436 人 368,175円 446,107円 422,551円 ― ― ― ― 

国 

49.7 歳 3,479 人 

270,465 

(285,030)

円 

― 

307,506 

(323,181)

円 

― ― ― ― 

政令指定都市平均 46.7 歳 1,465 人 321,708円 405,973円 377,664円 ― ― ― ― 
 

区  分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（Ｃ） 

民 間 

（Ｄ） 
Ｃ／Ｄ 

川崎市 ― ― ― 

 

 

 

うち清掃職員 6,853,357円 3,989,200円 1.72 

うち学校給食員 5,730,714円 3,852,800円 1.49 

うち用務員 6,142,776円 2,861,400円 2.15 

うち自動車運転手 6,731,261円 3,569,300円 1.89 

うち守衛 6,429,846円 3,664,700円 1.75 

※民間データは、「賃金構造基本統計調査報告」において公表されている神奈川県のデータを使用しています。（平成21～23年の３ケ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。 

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給

された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 



     ③高等学校教育職                                                 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

川崎市 47.2歳 412,944円 521,579円 

神奈川県 46.4歳 398,739円 481,561円 

政令指定都市平均 46.4歳 396,462円 484,455円 

    ④消防職                                                    

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

川崎市 38.6歳 308,329円 424,309円 

政令指定都市平均 40.7歳 318,021円 436,598円 

（注１）「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

（注２）「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ

ての諸手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手

当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 

（注３）国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定特例法によ

る措置が無いとした場合の値（減額前）です。 

 

 (2 ) 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在） 

  職員のうち代表的な職種の初任給の状況は次のとおりです。 

区    分 川   崎   市 国 

一般行政職 

 

大 学 卒 201,152円 193,264(202,944)円 

高 校 卒 161,840円 149,428(156,912)円 

技能労務職 

 

技   能 153,664円 － 

業   務 148,736円 － 

高等学校教育職 

 

大 学 卒 227,136円 － 

高 校 卒 179,312円 － 

消 防 職 

 

大 学 卒 218,624円 － 

高 校 卒 175,168円 － 

（注１）川崎市及び国の初任給等は、給料（俸給）と地域手当の合計額です。 

（注２）国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置が無いとした場合の値（減額前）

です。 

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在） 

  職員のうち代表的な職種の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況は次のとおりです。 

区    分 経験年数 1 0年         経験年数 1 5年         経 験 年 数 2 0 年         

一般行政職 

 

大 学 卒 264,600 円 319,069 円 367,941 円 

高 校 卒 223,260 円 271,200 円 326,308 円 

技能労務職 

 

高 校 卒 － 254,515 円 293,550 円 

中 学 卒 － 248,850 円 257,608 円 

高等学校教育職 大 学 卒 337,532 円 385,502 円 418,392 円 

高 校 卒 － － － 

消 防 職 

 

大 学 卒 284,784 円 346,694 円 368,833 円 

高 校 卒 239,340 円 301,100 円 343,356 円 



４ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在） 

  職員の給料はそれぞれの職種に応じた給料表によって決められています。また、給料表には職務内容や責

任の度合いに応じた級と号給が設けられています。一般行政職を例に職員の級別の構成を示すと、次のとお

りです。 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 職員 362人 7.5％ 

２ 級 高度職員 1,738人 36.1％ 

３ 級 主任 793人 [ 10人] 16.5％ 

４ 級 係長 907人 18.8％ 

５ 級 課長補佐 365人 7.6％ 

６ 級 課長 476人 9.9％ 

７ 級 部長 140人 2.9％ 

８ 級 局長 33人 0.7％ 

（注１）川崎市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

（注２）一般行政職とは、行政職給料表（１）適用職員のうち福祉・税務関係の職員を除いたものです。 

（注３）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務のことです。 

（注４）［］内には、再任用短時間勤務職員を別掲で記載しています。 
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 (2) 昇給への勤務成績の反映状況 

平成１８年度から、地方公務員法第４０条第１項に基づき、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間

を評価期間として、全職員（一部の派遣職員等を除く。）に対し、業績・能力を重視した人事評価を実施し

ています。この評価結果を、管理職から段階的に、昇給へ反映させることとしました。平成２４年度の評価

結果は、平成２５年度の昇給（昇給日は４月１日）に反映されます。 



５ 職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当 

期末手当・勤勉手当は民間企業のボーナスに相当するものです。期末手当は職員の在職期間に応じて、また、

勤勉手当は職員の勤務成績に応じて支給されます。平成２３年度の支給割合などの状況は次のとおりです。 

川崎市 国 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，５４８，６９２円 
― 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分      1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

（注１）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

（注２）１人当たり平均支給額は、普通会計関係職員に支給された平均額です。 

 

 

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職） 

平成１８年度から、地方公務員法第４０条第１項に基づき、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間を

評価期間として、全職員（一部の派遣職員等を除く。）に対し、業績・能力を重視した人事評価を実施してい

ます。 

平成２３年度の評価結果に基づき、成績率を適用し、平成２４年度勤勉手当に反映させています。各成績率

の人数と人員分布は次のとおりです。 

 

◎平成２４年６月期 

成績率（単位：/100） 81.0 73.5 66.0 58.5 50.0 合計 

人数 518 人 1,016 人 4,302 人 80 人 3 人 5,919 人 

人員分布 8.8％ 17.2％ 72.7％ 1.4％ 0.1％ 100％ 

 

◎平成２４年１２月期 

成績率（単位：/100） 81.0 73.5 66.0 58.5 50.0 合計 

人数 518 人 1,013 人 4,316 人 80 人 3 人 5,930 人 

人員分布 8.7％ 17.1％ 72.8％ 1.3％ 0.1％ 100％ 

 

※端数処理のため合計が合わない場合があります。 

 

 

 



(2) 退職手当（平成２４年４月１日現在） 

退職手当は、退職時に支給される一時金で、退職時の給料月額に勤続年数や退職理由に応

じた支給率を乗じて算出します。支給率などの状況は次のとおりです。 

区 分 
川崎市 国 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５ 月 ３３．０ 月 ２３．５ 月 ３０．５５月 

勤続２５年 ３３．５ 月 ４５．５ 月 ３３．５ 月 ４１．３４月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．５ 月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加算

措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２３年度 

２，６０１万円 
―  

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した職員（公営企業職員を除く）に支給された平均額で

す。 

 

 (3) 地域手当（平成２４年４月１日現在） 

  地域手当は、民間賃金が高い地域に在勤する職員に支給され、民間賃金の地域間格差が適切に反映さ

れることを目的としています。川崎市域に勤務する川崎市職員の支給率は１２％、川崎市域に勤務する

国家公務員の支給率も同じく１２％となっています。 

支 給 実 績（平成２３年度決算） ５，０７３，１８７千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）      ５１１，６６８  円 

支給対象地域 支給対象職員数 支給率  国の制度（支給率） 

川崎市 ９，９１５人 １２％ １２％ 

 （注）支給実績は、普通会計決算をベースに算出しています。 

 

(4) 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在） 

  特殊勤務手当は、著しく危険・不快・不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に対

して、その勤務の特殊性に応じて支給されるものです。制度の趣旨に合わない手当の見直しを

今後も進めてまいります。 

支給実績（平成２３年度決算）                  ３９６，２０９千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）                   ７１，９２０ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度）                            ５２．２％ 

手当の種類（手当数） １２種類 
 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 手当額又は支給率 
税務手当 ア 市税事務所に勤務する職員で市税の賦課に関する調査又は滞納

者に係る市税の徴収を行うために出張し、当該業務に従事したも

の（イ及びウに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき150円 

イ 市税事務所納税課又は分室に勤務する職員で滞納者に係る市税

の滞納処分を行うために出張し、当該業務に従事したもの（ウに

掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき300円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 手当額又は支給率 
ウ 固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出に関する

調査又は市税に係る不服申立てに関する調査を行うために出張

し、当該調査の業務に従事した職員 

従事した日１日につき300円 

福祉業務等手当 (１) ア 保育園に勤務する職員で保育の業務に従事したもの（看護師（准

看護師を含む。以下同じ。）を除く。） 

従事した日１日につき170円 

イ 地域子育て支援センターに勤務する職員で児童の福祉に関する

相談又は指導の業務に従事したもの 

従事した日１日につき170円 

ウ 地域療育センターに勤務する職員で知的障害児又は肢体不自由

児の養護の業務に従事したもの 

従事した日１日につき170円 

エ 地域療育センターに勤務する職員で知的障害児又は肢体不自由

児の福祉に関する相談又は指導の業務に従事したもの（ウ及び

(５)の項のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき100円 

オ しいのき学園に勤務する職員で知的障害児の養護の業務に従事

したもの((５）の項のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき260円 

カ しいのき学園に勤務する職員で知的障害児の福祉に関する相談

又は指導の業務に従事したもの（オ及び(５)の項のアに掲げる者

を除く。） 

従事した日１日につき130円 

(２) ア こども家庭センター管理保護課保護係又は中部児童相談所保護

係に勤務する職員で児童の一時保護の業務に従事したもの 

従事した日１日につき260円 

イ 児童相談所に勤務する職員で児童の福祉に関する相談、指導、

判定又は訪問による調査の業務に従事したもの（ア及び(５)の項

のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき130円 

(３) ア 精神保健福祉センターに勤務する保健師及び看護師で精神障害

者の福祉に関する医療的な相談又は指導の業務に従事したもの 

従事した日１日につき350円 

イ 精神保健福祉センターに勤務する職員で精神障害者の福祉に関

する相談又は指導の業務に従事したもの（アに掲げる者を除く。）

従事した日１日につき130円 

(４) ア わーくすに勤務する職員で障害者の福祉に関する相談又は指導

の業務に従事したもの 

従事した日１日につき100円 

イ 障害者更生相談所に勤務する職員で知的障害者又は身体障害者

の福祉に関する相談、指導、判定又は訪問による調査の業務に従

事したもの((５）の項のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき100円 

ウ 百合丘障害者センターに勤務する保健師及び看護師で障害者の

福祉に関する医療的な相談又は指導の業務に従事したもの 

従事した日１日につき350円 

エ 百合丘障害者センターに勤務する職員で障害者の福祉に関する

相談、指導、判定又は訪問による調査の業務に従事したもの（エ

及び(５)の項のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき130円 

オ 障害者支援施設めいぼうに勤務する職員で知的障害者又は身体

障害者の福祉に関する相談又は指導の業務に従事したもの((５）

の項のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき130円 

カ 盲人図書館に勤務する職員で視覚障害者の福祉に関する相談又

は指導の業務に従事したもの 

従事した日１日につき130円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 手当額又は支給率 
キ 社会参加支援センター又は生活訓練支援センターに勤務する保

健師及び看護師で精神障害者の福祉に関する医療的な相談又は

指導の業務に従事したもの 

従事した日１日につき350円 

ク 社会参加支援センター又は生活訓練支援センターに勤務する職

員で精神障害者の福祉に関する相談又は指導の業務に従事した

もの（クに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき130円 

(５) ア 総務局、市民・こども局、健康福祉局又は区役所に勤務する保

健師、助産師及び看護師で社会福祉又は保健衛生の相談、指導等

の業務に従事したもの((３）の項のア並びに(４)の項のウ及びキ

に掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき170円 

イ 区役所の保健福祉センター又は地区健康福祉ステーションに勤

務する職員で児童支援、家庭支援、障害者支援、高齢者支援、介

護保険又は生活保護に関する相談又は指導の業務に従事したも

の（アに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき130円 

ウ 区役所の区民サービス部保険年金課、保健福祉センター、支所

又は地区健康福祉ステーションに勤務する職員で保健福祉又は

保険年金に関する相談、指導等の業務（住民異動等に伴う各種届

出書に係る受付及び証明の業務等を除く。）に従事したもの（ア

及びイに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき100円 

(６) 健康福祉局又は区役所に勤務する職員で精神障害者若しくは感

染症の患者又はこれらの疑いのある者の入院のための移送の業務に

従事したもの 

移送１件につき140円 

夜間特殊業務手当 (１) こども家庭センター管理保護課保護係、中部児童相談所保護係、

しいのき学園、生活訓練支援センター又は障害者支援施設めいぼう

に勤務する職員で正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜

において行われる児童の一時保護、入所者の介護等の業務に従事し

たもの 

勤務１回につき3,000円 

(２) 処理センターに勤務する職員で正規の勤務時間による勤務の全

部又は一部が深夜において行われる設備の保守、管理等に関わる緊

急の対応の業務に従事したもの 

勤務１回につき650円 

(３) 正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行わ

れる通信受付の業務に従事した消防吏員 

勤務１回につき650円。ただし、

深夜において行われる当該業

務に係る勤務時間が２時間未

満の場合は、520円とする。 

動物管理業務手当 ア 夢見ヶ崎動物公園に勤務する職員で動物の飼育又は診療の業務

（動物に直接接触する業務に限る。）に従事したもの 

従事した日１日につき500円 

イ 動物愛護センターに勤務する職員で犬等の捕獲又は処分の業務

に従事したもの 

従事した日１日につき500円 

ウ 区役所保健福祉センターに勤務する職員で犬等の捕獲の業務に

従事したもの 

従事した日１日につき500円 

生活環境業務等手当 (１) ア 環境局の生活環境部、施設部又はこれらの部に属する事業所に 従事した日１日につき350円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 手当額又は支給率 
勤務する職員で、廃棄物等に接触して行う業務に従事したもの

（イからキまでに掲げる者を除く。） 

イ 生活環境事業所に勤務する職員で廃棄物の収集若しくは運搬の

業務、し尿の下水道投入の業務又は廃棄物に接触して行う設備

（浄化槽設備を除く。）の維持管理の業務に従事したもの 

従事した日１日につき800円 

ウ 生活環境事業所に勤務する職員でし尿に接触して行う浄化槽設

備の維持管理の業務に従事したもの（イに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき550円 

エ 環境局処理計画課に勤務する職員で廃棄物に接触して行う毒物

又は劇物を使用した理化学試験又は検査の業務に従事したもの 

従事した日１日につき800円 

オ クリーンセンターに勤務する職員でし尿の下水道投入の業務、

ごみの積替え若しくは運搬の業務又は廃棄物に接触して行う設

備の維持管理の業務に従事したもの 

従事した日１日につき800円 

カ 処理センターに勤務する職員で廃棄物の運搬若しくは焼却の業

務、廃棄物に接触して行う設備の維持管理の業務又は資源物の選

別処理の業務に従事したもの 

従事した日１日につき800円 

キ 浮島埋立事業所に勤務する職員で廃棄物等の埋立ての業務又は

廃棄物等に接触して行う設備の維持管理の業務に従事したもの 

従事した日１日につき800円 

(２) クリーンセンター、処理センター又は浮島埋立事業所に勤務する

職員で煙道又は貯留槽の清掃の業務に従事したもの 

従事した日１日につき350円 

(３) 生活環境事業所、クリーンセンター又は処理センターに勤務する

職員で犬等の死体の収容、運搬又は処理の業務に従事したもの 

従事した日１日につき350円 

用地等折衝業務手当 (１) 土地の取得、処分、収用若しくは使用、支障物等の取得、移転若

しくは除去又はこれらに伴う損失補償等のため出張して行う住民等

との折衝の業務に従事した職員 

従事した日１日につき140円 

(２) ア 市有地（借地を含む。以下同じ。）を不法占拠し、当該市有地

に建築物又は構築物を設置した者に対する除却若しくは撤去又

はこれらの指導の業務に従事した職員 

従事した日１日につき140円 

イ まちづくり局指導部に勤務する職員で違反建築物に係る是正の

指導、命令等のため出張して行う住民等との折衝の業務に従事し

たもの 

従事した日１日につき140円 

危険作業手当 (１) 農業技術支援センター、多摩川管理事務所又は区役所道路公園セ

ンター整備課に勤務する職員で薬剤の散布の業務に従事したもの 

従事した日１日につき300円 

(２) 衛生研究所又は区役所保健福祉センターに勤務する職員で感染

症の病原体により汚染された検体又は汚染された疑いがある検体の

試験又は検査の業務に従事したもの 

従事した日１日につき140円 

(３) 健康福祉局健康安全室又は区役所に勤務する職員で感染症の病

原体により汚染された場所又は汚染された疑いがある場所における

消毒の業務に従事したもの((５）の項のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき300円 

(４) 放射線を人体に対して照射する業務その他の放射線に被ばくす

るおそれがある業務に従事した職員 

従事した日１日につき250円 

(５) ア 地上又は水面上10メートル以上の足場が不安定な箇所において 従事した日１日につき300円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 手当額又は支給率 
行う業務に従事した職員 

イ まちづくり局建築審査課に勤務する職員で昇降機の検査の業務

に従事したもの（アに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき300円 

(６) 常時船舶に乗船勤務する職員で港内の水面清掃の業務に従事し

たもの((５）の項のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき170円 

(７) ア 区役所道路公園センター整備課に勤務する職員で交通を遮断す

ることなく行う道路上での道路の維持補修工事の業務に従事し

たもの((１）の項に規定する者及び(５)の項のアに掲げる者を除

く。） 

従事した日１日につき210円 

イ 区役所道路公園センター整備課に勤務する職員で交通を遮断す

ることなく行う道路上での樹木のせんていその他これに類する

業務に従事したもの((１）の項に規定する者、(５)の項のアに掲

げる者及び(７)の項のアに掲げる者を除く。） 

従事した日１日につき140円 

(８) ア 公害研究所、衛生研究所、中央卸売市場食品衛生検査所又は社

会参加支援センターに勤務する職員で毒物又は劇物を使用した

試験又は検査の業務に従事したもの((２）の項に規定する者を除

く。） 

従事した日１日につき140円 

イ 消防局予防課調査係に勤務する職員で毒物又は劇物を使用した

試験、研究又は鑑識の業務に従事したもの 

従事した日１日につき140円 

消防業務手当 (１) 火災等による災害の防御（以下「火災防御等」という。）のため

の出場の業務に従事した次に掲げる消防吏員（ヘリコプター業務手

当の支給を受ける者を除く。） 

出場時間が１時間を超える

場合は、次に掲げる額にその超

える時間１時間につき200円を

加算した額とする。 

ア 救助活動の業務に従事した救助隊員 出場１回につき850円 

イ 火災防御等の用に供する大型自動車、中型自動車（ポンプ自動

車を除く。）又は大型特殊自動車の運転又は操作の業務に従事し

た消防吏員 

出場１回につき850円 

ウ 火災防御等の用に供する中型自動車（ポンプ自動車に限る。）

又は普通自動車の運転又は操作の業務に従事した消防吏員 

出場１回につき800円 

エ 消防艇の艇長及び機関長 出場１回につき850円 

オ 消防艇の乗組員（エに掲げる者を除く。） 出場１回につき640円 

カ その他の消防吏員 出場１回につき500円 

(２) 救急のための出場の業務に従事した次に掲げる消防吏員  

ア 救急救命処置（救急救命士法（平成３年法律第36号）第44条第

１項に規定する厚生労働省令で定める救急救命処置をいう。）の

業務に従事した救急救命士 

出場１回につき510円 

イ 救急自動車の運転又は操作の業務に従事した消防吏員 出場１回につき220円 

ウ その他の消防吏員 出場１回につき170円 

(３) 潜水器具を着用して行う潜水の業務に従事した消防吏員 業務１回につき340円 

(４) 火災の原因又は火災による損害の調査の業務に従事した消防吏

員 

調査１件につき120円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 手当額又は支給率 
ヘリコプター業務手当 (１) ア ヘリコプターの操縦の業務に従事した消防吏員 (ア) 飛行時間3,000時間以上

の経験を有する者 従事し

た日１日につき5,000円 

(イ) 飛行時間2,000時間以上

3,000時間未満の経験を有

する者 従事した日１日に

つき4,500円 

(ウ) 飛行時間1,000時間以上

2,000時間未満の経験を有

する者 従事した日１日に

つき4,000円 

(エ) 飛行時間500時間以上

1,000時間未満の経験を有

する者 従事した日１日に

つき3,000円 

(オ) 飛行時間500時間未満の

経験を有する者 従事した

日１日につき2,000円 

イ ヘリコプターの整備の業務に従事した消防吏員 (ア) １等航空整備士の資格

取得後の経験年数が５年以

上の者 従事した日１日に

つき3,000円 

(イ) １等航空整備士の資格

取得後の経験年数が５年未

満の者 従事した日１日に

つき2,000円 

(ウ) ２等航空整備士の資格

を有する者 従事した日１

日につき1,000円 

(エ) その他の者 従事した

日１日につき500円 

(２) 災害、訓練等のためにヘリコプターに搭乗して行う業務に従事し

た消防吏員 

搭乗１時間につき1,300円 

(３) 飛行中のヘリコプターの機外において行う業務に従事した消防

吏員 

業務１回につき2,300円 

国際緊急援助手当 国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和62年法律第93号）の規

定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣さ

れ、同法第２条に規定する国際緊急援助活動の業務に従事した職員 

従事した日１日につき4,000円 

災害応急作業等派遣手当 ア 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に掲げる

災害が発生した国内の本市の区域以外の地域（以下「災害発生地

域」という。）に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための

従事した日１日につき910円。

ただし、災害対策基本法第63条

第１項に規定する警戒区域そ



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 手当額又は支給率 
作業の業務（本市と当該災害発生地域との間及び当該災害発生地

域における車両等の運転の業務を含む。）に従事した職員（当該

災害発生地域を管轄する他の地方公共団体から当該業務に対す

る給与その他の給付の支給を受ける者及びイに掲げる者を除

く。） 

の他これに類する区域等にお

いて当該業務に従事した場合

は、1,820円とする。 

イ 消防組織法（昭和22年法律第226号）第45条第１項に規定する緊

急消防援助隊を構成する人員として同法第44条第１項に規定す

る消防の応援等の業務に従事した職員（同項に規定する災害発生

市町村及び当該災害発生市町村の属する都道府県から当該業務

に対する給与その他の給付の支給を受ける者を除く。） 

従事した日１日につき910円。

ただし、消防法（昭和23年法律

第186号）第23条の２第１項に

規定する火災警戒区域その他

これに類する区域等において

当該業務に従事した場合は、

1,820円とする。 

教員特殊業務手当 (１) 市立高等学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務

で次に掲げるもの（当該業務の心身に与える負担の程度が著しいも

のであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶもの

に限る。）に従事した市立高等学校の主幹教諭、教諭、養護教諭、

助教諭、養護助教諭及び実習助手で職務の級が川崎市職員の給与に

関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。）

の高等学校教育職給料表の３級、２級又は１級であるもの（以下「教

諭等」という。） 

ア 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の

業務 

イ 生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 

ウ 生徒に対する緊急の補導の業務 

従事した日１日につき600円か

ら6,400円までの範囲内で、当

該業務の種類又は当該業務の

心身に与える負担の程度に応

じ、教育委員会が定める額 

(２) 修学旅行、林間学校、臨海学校等（市立高等学校が計画し、及び

実施するものに限る。）のうち教育委員会が定めるものにおいて生

徒を引率して行う指導の業務（当該業務の心身に与える負担の程度

が著しいものであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度

に及ぶものに限る。）に従事した教諭等 

従事した日１日につき600円か

ら6,400円までの範囲内で、当

該業務の種類又は当該業務の

心身に与える負担の程度に応

じ、教育委員会が定める額 

(３) 対外運動競技等のうち教育委員会が定めるものにおいて生徒を

引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの又は週休日若しくは給

与条例第10条第１項に規定する休日等に行うもの（当該業務の心身

に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の程度が教育

委員会が定める程度に及ぶものに限る。）に従事した教諭等 

従事した日１日につき600円か

ら6,400円までの範囲内で、当

該業務の種類又は当該業務の

心身に与える負担の程度に応

じ、教育委員会が定める額 

(４) 市立高等学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程

としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。）又は学校行事として行

われる保健及び安全的行事における生徒に対する指導の業務（当該

業務の心身に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の

程度が教育委員会が定める程度に及ぶものに限る。）に従事した教

諭等 

従事した日１日につき600円か

ら6,400円までの範囲内で、当

該業務の種類又は当該業務の

心身に与える負担の程度に応

じ、教育委員会が定める額 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 手当額又は支給率 
(５) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で教育

委員会が定める日に行うもの（当該業務の心身に与える負担の程度

が著しいものであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度

に及ぶものに限る。）に従事した教諭等 

従事した日１日につき600円か

ら6,400円までの範囲内で、当

該業務の種類又は当該業務の

心身に与える負担の程度に応

じ、教育委員会が定める額 

 

（注）支給実績は、普通会計決算をベースに算出し、事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。 

 

 

(5) 時間外勤務手当 

  時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務を命じられた場合や同一の週を超えて週休日を

振り替えた場合に、その勤務時間に応じて支給されるものです。  

支給実績（平成２３年度決算） ３，３６８，５２８千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ３４６，７３５ 円 

支給実績（平成２２年度決算） ３，６２２，９１６千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） ３７２，３８３ 円 

（注）支給実績は、普通会計決算をベースに算出し、事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。 

 

 

(6) その他の手当（平成２４年４月１日現在） 
  その他の手当の種類や支給実績などの状況は、次のとおりです。  

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ）

初任給 

調整手当 

採用による欠員の補充

が困難と認められる職

で人事委員会規則で定

めるものに支給する。 

(1) 医療職給料表(1)

の適用を受ける職員

の職 

(2) 大学教育職給料表

の適用を受ける職員

の職のうち医学又は

歯学に関する専門的

知識を必要とするも

の 

(1)208,900 円の範囲内 

(2)100,100 円の範囲内 

異なる。 支給額 52,809 千円 1,886,036 円 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ）

扶養手当 扶養親族のある職員に

支給する。 

・配偶者    15,300 円 

・他の扶養親族 6,800 円 

・配偶者のない職員の扶

養親族のうち 1人 

          11,800 円 

・15歳以上22歳未満の加算       

5,000 円 

異なる。 支給額 1,119,216 千円 255,055 円 

住居手当 自ら居住するため等の

住宅を購入又は借受け

ている職員に支給す

る。 

・持家       7,400 円 

・借家      10,600 円 

異なる。 支給要件 

支給額 

743,343 千円 99,284 円 

通勤手当 通勤のため、交通機関

等を利用しその運賃等

を負担することを常例

とする職員、自動車等

を使用することを常例

とする職員に支給す

る。 

・交通機関を利用の場合

は55,000円を限度とし

運賃相当額。 

・自動車等を使用の場合

は距離に応じて 

2,200 円～24,500 円 

・併用の場合は55,000円

を限度とし、両方を加

算した金額。 

異なる。 支給要件 

支給額 

1,214,537 千円 

 

131,814 円 

単身赴任

手当 

異動等に伴い転居し、

やむを得ない事情によ

り同居していた配偶者

と別居し、単身で生活

することを常況とする

職員に支給する。 

基礎額        23,000 円 

加算額 

配偶者との住居との距離

が一定以上のものについ

て 45,000 円の範囲内で加算 

同じ。 － 327 千円 

 

109,000 円 

 

 

休日勤務 

手当 

正規の勤務時間が休日

に当り、その休日にお

いて、正規の勤務時間

中に勤務することを命

ぜられた職員に支給す

る。 

勤務１時間当たりの 

給与額 

×100分の135×勤務時間 

同じ － 804,010 千円 

 

233,928 円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間とし

て、午後 10 時～翌日

の午前 5 時まで勤務す

る職員に支給する。 

勤務１時間当たりの 

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ － 118,891 千円 

 

73,754 円 

 

 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ）

宿日直 

手当 

宿日直をした場合に支

給する。 
・勤務１回につき 

4,200 円（特殊な業務は 

6,000 円） 

・5時間以下の勤務は 

2,100 円（特殊な業務は

3,000 円） 

異なる。 支給額 3,826 千円 

 

13,664 円 

 

 

管理職 

手当（国で

は俸給の

特別調整

額） 

管理又は監督の地位に

ある者に支給する。 
職位に応じて、 

58,500円～138,200円 

異なる。 支給額 848,505 千円 

 

1,188,382 円 

 

 

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当の支給を受

けている職員が、週休

日等に臨時又は緊急の

必要等により勤務した

場合に支給する。 

役職・勤務時間等に応じ

て 6,000 円～12,000 円 

（ただし、勤務時間が 4

時間以下の場合はその金

額に 100 分の 50 を、6 時

間を超える場合は 100 分

の 150 を乗じて得た額） 

異なる。 支給額 5,610 千円 

 

27,366 円 

 

 

定時制 

教育手当 

定時制の課程を置く高

等学校の教諭等に支給

する。 

34,000 円 

（管理職手当を受ける者

は 27,000 円） 

－ － 44,176 千円 

 

490,844 円 

 

 

産業教育

手当 

 

工業に関する課程を置

く高等学校において、

実習を伴う工業に関す

る科目を主として担任

する教諭等に支給する

。 

定時制教育手当を支給さ

れる者 

10,800 円～22,800 円 

定時制教育手当を支給さ

れない者 

18,000 円～38,000 円 

－ － 17,389 千円 

 

378,022 円 

 

 

教員特別

手当 

 

高等学校教育職給料表

の適用を受ける職員に

支給する。 

高等学校教育職給料表の

適用を受ける者 

2,000 円～8,000 円 

※定時制手当を支給され

る者は上記金額の 

 4 分の 3、 

 産業教育手当を支給さ

れる者は上記金額の 

 4 分の 2 

－ － 27,703 円 

 

74,873 円 

 

 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ）

寒冷地 

手当 

 

寒冷地に11月～3月ま

での間、勤務する職員

に支給する。 

・世帯主（扶養有） 

17,800円 

・世帯主（扶養無） 

10,200円 

・その他  7,360円 

同じ － 0 千円 

 

0 円 

 

 

災害派遣

手当 

 

 

国、他の市町村等から

災害復旧等のために派

遣された職員で、住所

又は居所を離れて本市

の区域に滞在すること

を要するものに支給す

る。 

本 市 の 区 域 に 滞 在 し

た 期 間 及 び 利 用 施 設

の区分に応じて日額 

3,970円～6,620円 

－ － 0 千円 

 

0 円 

 

 

（注）支給実績は、普通会計決算をベースに算出し、事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。 

 



６ 特別職の報酬等の状況 

(1) 報酬等及び期末手当（平成２４年４月１日現在） 

 市長や議員などの特別職の報酬等は、市内の公共的団体等の代表者などによる特別職報酬等審議会の答申を

もとに、市議会の議決を経て定めています。 

 市長及び副市長には給料、地域手当、期末手当及び退職手当が、議長、副議長及び議員には報酬及び期末手

当が支給されます。 

平成１８年度に開催された特別職報酬等審議会の答申に基づき、平成１９年４月１日付けで特別職の報酬

（給料）月額の引下げ改定を行い、さらに期末手当の算定式を見直したため、平成１９年度から期末手当の減

額措置を廃止しています。 

区 分 報酬（給料）月額 
期末手当 

備 考 

支給月数 支給額 

市 長 125 万円 
２．９５月 

（平成 24年度支給割合） 
5,877,875円 

 

副市長 99 万円 
２．９５月 

（平成 24年度支給割合） 
4,655,277円 

議 長 103 万円 
２．９５月 

（平成 24年度支給割合） 
4,405,825円 

副議長 92 万円 
２．９５月 

（平成 24年度支給割合） 
3,935,300円 

議 員 83 万円 
２．９５月 

（平成 24年度支給割合） 
3,550,325円 

 

 

(2) 退職手当（平成２４年４月１日現在） 

市長及び副市長には、給料、地域手当、期末手当のほかに、退職手当が支給されます。議長、副議長及び議

員には退職手当は支給されません。 

区 分 算定方式 １期の手当額 支給時期 

市 長 1,250,000 円×48月×60/100 36,000,000 円 任期ごとに支払う。 

副市長 990,000 円×48月×43/100 20,433,600 円 任期ごとに支払う。 

(注) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合

における退職手当の見込額です。 



７ 職員数の状況 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

（各年４月１日現在） 

          区 分 
部 門 

職  員  数 対前年 
増減数 

主 な 増 減 理 由            
平成23年 平成24年 

   
 普 
  
 通 
  
 会 
  
 計 
  
 部 
 
 門 
 
 

 

 
一 
 

般 
 

行 
 

政 
 

部 
 

門 
 

議会 34 人 34 人 0 人 危機管理業務への対応 

生活保護受給世帯増加への対応 

等々力陸上競技場整備業務への対応 

市税事務所設置に伴う執行体制の見直し 

保育園管理運営主体の変更 

空瓶収集業務の委託化 

王禅寺処理センター夜間操作業務の委託化 

 

総務 1,269 人 1,274 人 5 人 

税務 484 人 462 人 ▲22 人 

民生 2,353 人 2,314 人 ▲39 人 

衛生 2,036 人 1,982 人 ▲54 人 

労働 18 人 17 人 ▲1人 

農林水産 42 人 43 人 1 人 

商工 76 人 77 人 1 人 

土木 1,150 人 1,168 人 18人 

計 7,462人 7,371人 ▲91人 （参考：人口１万人当たり職員数 53.1人） 

 教育 1,370人 1,344人 ▲26人 中高一貫校整備業務への対応 

学校用務業務執行体制の見直し 

学校給食調理業務の委託化 

幸消防署南河原出張所への救急隊の増隊 

 消防 1,466人 1,453人 ▲13人 

小   計 10,298人 10,168人 ▲130人 （参考：人口１万人当たり職員数 73.2人） 

 
 
公 
営 
企 
業 
等 
会 
計
部
門 
 
 
 

病院 1,243 人 1,284 人 41人 ７対１看護師配置基準への対応 

浄水場業務執行体制の見直し 

 
水道 661 人 620 人 ▲41人 

交通 538 人 524 人 ▲14人 

下水道 419 人 419 人 0人 

その他 467 人 470 人 3人 

小   計 3,328人     3,317人 ▲11人 
 

合   計 
13,626人 

[13,554] 
13,485人 

[13,554] 
▲141人 

[0] 
 
（参考：人口１万人当たり職員数 97.1人） 

 （注１） 職員数は一般職に属する職員数です。 
 （注２） [     ]内は、条例定数の合計です。 
 



(2) 年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在） 

 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 

～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 
～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

 

職員数 18 488 1,053 1,171 1,361 1,824 1,698 1,565 1,464 1,407 1,262 174 13,485 

 

 

 (3) 職員数の推移 

（単位：人・％） 

年度 

部門別 

平成 

19 年 

平成 

20 年 

平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

過去 5 年間 

の増減数（率） 

一般行政職 7,808 7,642 7,569 7,504 7,462 7,371 ▲437(▲5.6%) 

教育 1,500 1,464 1,434 1,401 1,370 1,344 ▲156(▲10.4%) 

消防 1,417 1,432 1,438 1,425 1,466 1,453 36(2.5%) 

普通会計合計 10,725 10,538 10,441 10,330 10,298 10,168 ▲557(▲5.2%) 

公営企業会計合計 3,483 3,393 3,352 3,348 3,328 3,317 ▲166(▲4.8%) 

総合計 14,208 13,931 13,793 13,678 13,626 13,485 ▲723(▲5.1%) 

  （注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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８ 公営企業職員の状況 

 (1) 水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成22年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成23年度 
31,261,295 

千円 

727,373 

千円 

5,634,608 

千円 
18.0％ 18.1％ 

 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 

Ｂ 

平成23年度 655人 
2,682,488

千円 

998,022 

千円 

1,053,787 

千円 

4,734,297 

千円 

7,227 

千円 
7,066千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

    イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

水道事業 43.8歳 392,230円 607,818円 

政令指定都市平均（水道事業） 44.8歳 380,961円 571,255円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

（注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，６０８，９３８円 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，５４８，６９２円 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

 (注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。      

 



イ 退職手当（平成２４年４月１日現在） 

区 分 
水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２３年度 

２，６７９万円 

平成２３年度 

２，６０１万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２４年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２３年度決算） ３３７，７８８千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ５１５，７０６ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％ ６５５人 １２％ 

 

  エ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在） 

支給総額（平成２３年度決算） ２３，６０７千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ６９，４３２ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） ５１．９% 

手当の種類（手当数） ３種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

作業手当 
  

配管工事員等が当該職務に係る作業に従事したとき（同日中

に従事した作業が作業手当丙額の支給の対象となるときを除

く。）。 

従事した日１日につき 
甲額 ３３０円 

1 水道施設管理課施設維持担当の職員、水運用セン

ター管理係員、浄水場浄水係員、平間配水所員又は

量水器修理員が当該職務に従事したとき。 

2 水質試験又は水質検査に従事したとき。 

3 配管工事員等及び下水道部職員以外の職員がずい

道坑内又は大口径管内での作業に従事したとき（同

日中に従事した作業が作業手当丙額の支給の対象となると

きを除く。）。 

従事した日１日につき 
乙額 ２８０円 

給水装置センター給水管理係、量水器係及び北部給水管理担当並

びに配水工事事務所工務係、工事係及び漏水防止係の土木職の職

員又は配管工事員が午後 10 時から午前 5 時までの時間帯のうち 3

時間を超えて屋外作業に従事したとき（夜勤及び応援勤務として

従事したときを除く。）。 

従事した日１日につき 
丙額 ９９０円 

（土木職の職員については 

６６０円） 

交替勤務手当 交替制勤務職員 夜勤 1回につき ９５０円 

滞納整理手当 滞納整理のため出張し業務に従事したとき。 従事した日１日につき８００円 

 



オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２３年度決算） ３１２，０５１千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ５１４，０８８  円 

支給実績（平成２２年度決算） ３３６，０３８千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） ４８４，６３９  円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

    カ その他の手当（平成２４年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者 

15,300 円 

・他の扶養親族 

6,800 円 

・配偶者のない職員の

扶養親族のうち 

 1 人     11,800 円 

・15 歳以上 22歳未満

の加算   5,000 円 

同じ。 ― 101,375 千円 261,950 

円 

住居手当 自ら居住するため

等の住宅を購入又

は借受けている職

員に支給する。 

・持家      7,400 円 

・借家     10,600 円 
同じ。 ― 47,652 

千円 

94,924 

円 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。 

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,200 円～24,500 円 

・併用の場合は 55,0 

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。 

同じ。 ― 74,568 

千円 

124,074 

円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時～翌

日の午前5時まで勤

務する職員に支給

する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 18,855 

千円 

131,858 

円 

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額） 

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。 

職位に応じ、規程に定

められた76,900円～

116,000円 

同じ。 ― 30,312 

千円 

1,010,400 

円 



(2) 工業用水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成22年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成23年度 
6,618,697 

千円 

832,312 

千円 

903,700 

千円 
13.6％ 14.4％ 

 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成23年度 99 人 
421,127 

千円 

142,536 

千円 

166,640 

千円 

730,303 

千円 

7,376 

千円 

7,081 

千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

    イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

工業用水道事業 44.0歳 409,077円 543,732円 

政令指定都市平均（工業用水道事業） 44.7歳 388,855円 584,233円 

 （注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

工業用水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，７００，４１０円 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，５４８，６９２円 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

     

 イ 退職手当（平成２４年４月１日現在） 



区 分 
工業用水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２３年度 

２，５５４万円 

平成２３年度 

２，６０１万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２４年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２３年度決算） ５２，８９５千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）     ５３４，２９８ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％ ９９人 １２％ 

 

  エ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在） 

支給総額（平成２３年度決算）                    ３，８４０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）                   ７３，８４６ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度）                    ５２．５ ％ 

手当の種類（手当数） ３種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

作業手当 

  

配管工事員等が当該職務に係る作業に従事したとき（同日中

に従事した作業が作業手当丙額の支給の対象となるときを除

く。）。 

従事した日１日につき 

甲額 ３３０円 

1 水道施設管理課施設維持担当の職員、水運用セン

ター管理係員、浄水場浄水係員、平間配水所員又は

量 水器修 理員が 当該職務 に係る 作業に 従事した と

き。 

2 水質試験又は水質検査に従事したとき。 

3 配管工事員等及び下水道部職員以外の職員がずい

道坑内又は大口径管内での作業に従事したとき（同

日中に従事した作業が作業手当丙額の支給の対象となる

ときを除く。）。 

従事した日１日につき 

乙額 ２８０円 

給水装置センター給水管理係、量水器係及び北部給水管理担当並

びに配水工事事務所工務係、工事係及び漏水防止係の土木職の職

員又は配管工事員が午後10時から午前5時までの時間帯のうち3

時間を超えて屋外作業に従事したとき（夜勤及び応援勤務として

従事したときを除く。）。 

従事した日１日につき 

丙額 ９９０円 

（土木職の職員については 

６６０円） 

交替勤務手当 交替制勤務職員 夜勤 1回につき ９５０円 

滞納整理手当 滞納整理のため出張し業務に従事したとき。 従事した日１日につき８００円 

 



オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２３年度決算） ３６，０７２千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ４０５，３０５ 円 

支給実績（平成２２年度決算） ４１，７８８千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） ４４９，３３３ 円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

    カ その他の手当（平成２４年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者 

15,300 円 

・他の扶養親族 

6,800 円 

・配偶者のない職員の

扶養親族のうち 

 1 人     11,800 円 

・15 歳以上 22歳未満

の加算   5,000 円 

同じ。 ― 14,939千円 248,983円 

住居手当 自ら居住するため

等の住宅を購入又

は借受けている職

員に支給する。 

・持家      7,400 円 

・借家     10,600 円 
同じ。 ― 6,939千円 90,127円 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。 

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,200 円～24,500 円 

・併用の場合は 55,0 

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。 

同じ。 ― 11,153千円 129,697円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時～翌

日の午前5時まで勤

務する職員に支給

する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 6,544千円 163,620円 

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額） 

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。 

職位に応じ、規程に定

められた76,900円～

116,000円 

同じ。 ― 4,424千円 915,436円 

 



(3) 下水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成22年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成23年度 
36,883,937 

千円 

439,377 

千円 

3,440,757 

千円 
9.3％ 9.0％ 

 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成23年度 
419 人 1,681,680

千円 

492,473 

千円 

653,070 

千円 

2,827,223 

千円 

6,747 

千円 
7,127千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

    イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

下水道事業 46.0歳 383,593円 509,859円 

政令指定都市平均（下水道事業） 45.4歳 391,962円 591,106円 

 （注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

下水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，５５８，６４２円 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，５４８，６９２円 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

     

 イ 退職手当（平成２４年４月１日現在） 



区 分 
下水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２３年度 

２，５９５万円 

平成２３年度 

２，６０１万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２４年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２３年度決算） ２１２，３６６千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）      ５０６，８４０ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％ ４１９人 １２％ 

 

  エ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在） 

支給総額（平成２３年度決算） ２１，４１５千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ８９，６０３円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） ５７．０% 

手当の種類（手当数） ４種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

夜間特殊業務手

当 

 

水処理センター（麻生水処理センターを除く。）の職員が正規

の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行なわ

れる設備の保守、管理等にかかわる緊急の対応の業務に従事

したとき。 

勤務１回につき 

６５０円 

用地等折衝業務

手当 

下水道部の職員が土地の取得、処分、収用若しくは使用、支

障物等の取得、移転若しくは除去又はこれらに伴う損失補償

等のため出張して行う住民等との折衝の業務に従事したと

き。 

従事した日１日につき 

１４０円 

汚泥処理業務等

手当 

入江崎総合スラッジセンター設備係の職員が汚泥等に接触し

てその処理を行う業務に従事したとき。 
従事した日１日につき 

甲額 ７５０円 

下水道水質課の職員（工場廃水指導の業務に従事する

職員を除く。）又は水処理センター、入江崎総合スラ

ッジセンター管理係、下水道管理事務所若しくは下水

道事 務所管理課 の職員が汚 泥等に接触 してその処 理

を行 なう業務又 は毒物若し くは劇物を 使用した理 化

学試験若しくは検査の業務に従事したとき。 

従事した日１日につき  

乙額 ５００円 

危険作業手当 下水道部の職員が地上又は水面上１０メートル以上の足場が不

安定な箇所において行なう業務に従事したとき。 

従事した日１日につき 

甲額３００円 

下水道水質課の職員が毒物又は劇物を使用した試験又は検査の

業務に従事したとき（同日中に従事した業務が汚泥処理業務等手

当乙額の支給の対象となるときを除く。）。 

従事した日１日につき  

乙額１４０円 

 



オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２３年度決算） １８８，９１６千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ４９９，７７８  円 

支給実績（平成２２年度決算） ２１９，９６４千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） ５６４，０１２  円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

    カ その他の手当（平成２４年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者 

15,300 円 

・他の扶養親族 

6,800 円 

・配偶者のない職員の

扶養親族のうち 

 1 人     11,800 円 

・15 歳以上 22歳未満

の加算   5,000 円 

同じ。 ― 57,660 

千円 

256,271 

円 

住居手当 自ら居住するため

等の住宅を購入又

は借受けている職

員に支給する。 

・持家      7,400 円 

・借家     10,600 円 
同じ。 ― 29,844 

千円 

93,850 

円 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。 

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,200 円～24,500 円 

・併用の場合は 55,0 

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。 

同じ。 ― 57,319 

千円 

144,020 

円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時～翌

日の午前5時まで勤

務する職員に支給

する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 14,312 

千円 

188,321 

円 

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額） 

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。 

職位に応じ、規程に定

められた76,900円～

116,000円 

同じ。 ― 30,380 

千円 

1,012,680 

円 

 



(4) 自動車運送事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成22年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成23年度 
9,131,495 

千円 

▲31,281 

千円 

4,457,621 

千円 

48.8 

％ 

64.6 

％ 

 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成23年度 
534 

人 

2,089,284 

千円 

1,542,539 

千円 

825,797 

千円 

4,457,620 

千円 

8,348 

千円 

7,552 

千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

    イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

自動車運送事業 46.2歳 390,541円 519,094円 

政令指定都市平均（バス事業） 46.7歳 371,923円 613,590円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

（うちバス事業運転手） 

区  分 

公 務 員 民  間 参 考 

平均年齢 職員数 基本給 
平均月収額 

（Ａ） 

対応する民間の 

類似職種 
平均年齢 

平均月収額 

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

川崎市 47.1 歳 383 人 384,677円 511,299円 営業用バス運転手 46.8歳 446,700円 1.14 

政令指定都市平均 47.0 歳 497 人 364,155円 606,928円 ― ― ― ― 

 

区  分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民 間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

川崎市 6,135,588円 5,359,800円 1.14 

（注１） 民間データは、「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータを使用していま

す。（平成２０～２２年の３ケ年平均） 

（注２） 民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではありません。 

（注３） 平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含みます。 

（注４） 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均月収額を

１２倍した試算値です。 



 

  ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

自動車運送事業  普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，５４６，４３７円 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，５４８，６９２円 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

      

イ 退職手当（平成２４年４月１日現在） 

区 分 
自動車運送事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２３年度 

２，０１３万円 

平成２３年度 

２，６０１万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 23年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２４年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２３年度決算） ２６６，６０９千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ４９９，２６８円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％ ５３４人 １２％ 

 

 エ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在） 

支給総額（平成２３年度決算） １６，２２１千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ４１，２７４円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） ７３．３４% 

手当の種類（手当数） １種類 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

中休手当 常時乗合自動車に乗務する職員 中休勤務に従事したとき １０分につき２５円 

 

  オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２３年度決算） ７２６，８１２千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） １，３６１，０６９ 円 

支給実績（平成２２年度決算） ８３０，８６１千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） １，５０７，９１４ 円 

   （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

    カ その他の手当（平成２４年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者 

15,300 円 

・他の扶養親族 

6,800 円 

・配偶者のない職員の

扶養親族のうち 

 1 人     11,800 円 

・15 歳以上 22歳未満

の加算   5,000 円 

同じ。 ― 114,408千円 214,247円 

住居手当 自ら居住するため

等の住宅を購入又

は借受けている職

員に支給する。 

・持家   7,400 円 

・借家   10,600 円 

同じ。 ― 45,074千円 84,407円 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。 

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて

2,200 円～24,500 円 

・併用の場合は

55,000 円を限度と

し、両方を加算した

金額。 

同じ。 ― 29,828千円 55,857円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時～翌

日の午前5時まで勤

務する職員に支給

する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 19,185千円 35,926円 

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額） 

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。 

職位に応じて、 

77,300円～116,000円 

 

同じ。 ― 18,051千円 33,802円 

 



(5) 病院事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成22年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成23年度 
37,085,117 

千円 

635,863 

千円 

11,139,030 

千円 

30.0 

％ 

30.4 

％ 

 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成23年度 1,226人 
4,435,978

千円 

2,914,789

千円 

1,768,667 

千円 

9,119,434 

千円 

7,438 

千円 

7,507 

千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

 

    イ 特記事項 

   なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在） 

 職種 平均年齢 基本給 平均月収額 

病 

院 

事 

業 

医師 42.2歳 522,972円 1,301,456円 

看護師 36.1歳 313,649円 523,901円 

事務職員 41.2歳 390,901円 729,907円 

政都 

令市 

指平 

定均 

医師 43.4歳 558,903円 1,379,925円 

看護師 37.7歳 304,549円 497,892円 

事務職員 43.6歳 386,443円 629,225円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

（注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 



   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

病院事業  普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，４４３，８１０円 

１人当たり平均支給額（平成２３年度） 

１，５４８，６９２円 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。      

 

イ 退職手当（平成２４年４月１日現在） 

区 分 
病院事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２３年度 

２，７６９万円 

平成２３年度 

２，６０１万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２４年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２３年度決算） ５７４，１２８千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ４６８，２９３ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％（医師以外） 

１５％（医師、 

    歯科医師） 

1051人 

176人 

 

１２％ 

 



  エ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在） 

支給総額（平成２３年度決算） ３６２，５９６千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ４２８，６０１ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） ６９．０% 

手当の種類（手当数） ５種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

医務等従事手当 (1) 病院に勤務する助産師及び看護師(准看護師を含む。以

下同じ。) 

月額８，０００円 

(2) 病院に勤務する栄養士、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、歯科衛生士、マッサージ師及び視能訓練士並び

に社会福祉職及び心理職のうち医療社会事業の業務に

従事する職員 

月額２，０００円 

夜間看護手当 病院に勤務する助産師

及び看護師 

正規の勤務時間の一部又は

全部が深夜において行われ

る看護等の業務に従事した

とき。 

勤務１回につき 

３，６００円～７，２００円 

感 染症 病原 体接 触

手当 

医師 感染症病棟患者の診療の業

務又は感染症の病原体によ

り汚染され、又は汚染され

た疑いがある検体の試験若

しくは検査の業務 

従事した日１日につき 

１４０円 

ただし、１回の勤務が２暦日に

わたる場合のうち従事した日

の勤務時間が２時間未満のと

きは、支給しない 看護師 感染症病棟患者の看護業務 

臨床検査技師 感染症の病原体により汚染

され、又は汚染された疑い

がある検体の試験若しくは

検査の業務又は当該試験若

しくは検査において使用し

た器具の洗浄の業務 

臨床工学技士 感染症病棟患者の診療等に

使用する生命管理維持装置

の操作等の業務 

ハウスキーパー 

及び用務員 

感染症の病原体により汚染

され、若しくは汚染された

疑いがある検体の試験若し

くは検査において使用した

器具の洗浄の業務又は感染

症病棟内の清掃若しくは感

染症病棟患者の着衣類若し

くは汚物の消毒の業務 

精神病患者等入院業

務手当 

精神病患者等の入院

のための移送業務に

従事する者 

精神病患者等の入院ための

移送業務 

１件につき１４０円 

放射線接触手当 放射線を人体に照射す

る業務等に従事する者 

放射線を人体に照射する業務

等 

従事した日１日につき 

２５０円。 

ただし、１回の勤務が２暦日に

わたる場合のうち従事した日

の勤務時間が２時間未満のと

きは、支給しない。 

 



 オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２３年度決算） １，１６４，７９６千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ９３７，０８４ 円 

支給実績（平成２２年度決算） １，１５７，２２８千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） ９３９，３０９ 円 

      （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

カ その他の手当（平成２４年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

初任給 

調整手当 

採用による欠員の補

充が困難と認められ

る職で川崎市病院局

企業職員初任給調整

手当支給規程に定め

る者に支給する。 

208,900 円の範囲内 

 

同じ。 ― 364,142 千円 2,167,510 円 

扶養手当 扶養親族のある職員

に支給する。 

・配偶者 

15,300 円 

・他の扶養親族 

6,800 円 

・配偶者のない職員の扶

養親族のうち 

 1 人       11,800 円 

・15 歳以上 22 歳未満の

加算      5,000 円 

同じ。 ― 70,041千円 232,695円 

住居手当 自ら居住するため等

の住宅を購入又は借

受けている職員に支

給する。 

・持家       7,400 円 

・借家      10,600 円 
同じ。 ― 77,322千円 102,685円 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその運

賃等を負担すること

を常例とする職員、

自動車等を使用する

ことを常例とする職

員に支給する。 

・交通機関を利用の場合

は 55,000 円を限度とし

運賃相当額。 

・自動車等を使用の場合

は距離に応じて 

2,200 円～24,500 円 

・併用の場合は 55,0 00

円を限度とし、両方を加

算した金額。 

同じ。 ― 120,405千円 145,769円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間とし

て、午後10時から翌

日の午前5時までの

間に勤務する職員に

支給する。 

勤務１時間当たりの給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 123,390千円 168,565円 

宿日直 

手当 

宿日直をした場合に

支給する。 

・勤務１回につき 

6,000 円 

・5時間以下の勤務は 

3,000 円 

同じ。 ― 7,215千円 189,868円 

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額） 

管理又は監督の地位

にある者に支給す

る。 

職位に応じて、 

76,900円～145,100円 

同じ。 ― 55,294千円 1,128,441円 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（ 平 成 2 3 年 度 決 算 ） 

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当の支給を

受けている職員が、

週休日等に臨時又は

緊急の必要等により

勤務した場合に支給

する。 

役職・勤務時間等に応じて 
8,000 円～12,000 円 

（ただし、勤務時間が4

時間以下の場合は 

その金額に100分の50を、

6時間を超える場合は100

分の150を乗じて得た額） 

同じ。 ― 0千円 0円 

 


